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○守谷市学校給食費及び学校給食の提供等に関する規則 

令和５年１２月１９日 

規則第３７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、学校給食法（昭

和２９年法律第１６０号）第１１条第２項の規定に基づき、守谷市立小学校

及び中学校における学校給食費に関する取扱い及び学校給食の提供等に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（学校給食の提供日数） 

第２条 学校給食（学校給食法第３条第１項に規定する学校給食をいう。以下

同じ。）の提供日数は、年間２００日を基準として、市長が別に定める。 

（学校給食費の納入義務者） 

第３条 学校給食費の納入義務者（以下「納入義務者」という。）は、次の各

号に掲げる者とする。 

（１）守谷市立小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒の保護者（学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する保護者をいう。以下

単に「保護者」という。） 

（２）学校教職員及び他の職員並びにその他定例的に学校給食の提供を受け

る者（給食業務受託事業者を含む。以下「教職員等」という。） 

（３）試食会等により、臨時的に学校給食を喫食する者（以下「その他喫食

者」という。） 

（学校給食の申込等） 

第４条 学校給食の提供を受けようとする保護者は、守谷市学校給食提供申請

書（様式第１号。以下「給食申請書」という。）を守谷市立小学校又は中学

校の校長（以下「学校長」という。）を通じて市長に提出しなければならな

い。 
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２ 学校給食の提供を受けようとする教職員等は、守谷市学校給食提供申請書

（職員等申込）（様式第２号）を、学校長を通じて市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が認める場合においては、これを省略することができ

る。 

３ 学校給食の提供を受けようとするその他喫食者は、守谷市学校給食臨時提

供申請書（様式第３号）を、市長に提出しなければならない。ただし、市長

が認める場合においては、これを省略することができる。 

４ 学校長は、自校に所属する児童又は生徒及び教職員等の給食申込状況を取

りまとめるものとする。 

（給食申請内容の変更） 

第５条 前条第１項の規定による申請をした保護者は、申請内容に変更が生じ

たときは、守谷市学校給食提供変更等届（様式第４号。以下「変更等届」と

いう。）を市長に提出しなければならない。 

２ 前条第２項の規定による申請をした教職員等は、申請内容に変更が生じた

ときは、守谷市学校給食提供申請書（職員等変更）（様式第５号）を市長に

提出しなければならない。ただし、市長が認める場合においては、これを省

略することができる。 

（給食受給人員の報告） 

第６条 学校長は、学校給食の実施月における給食の提供を受ける児童又は生

徒及び教職員等の喫食予定数について、月別給食実施人員報告書・行事予定

報告書（様式第６号）を作成し、当該月の前月５日までに市長に報告しなけ

ればならない。 

２ 学校長は、給食提供月において変更等届の提出により、申込内容に変更が

あった当該児童又は生徒の給食確定数を、学校給食喫食状況報告書（様式第

７号）により、当該月の翌月５日までに市長に報告しなければならない。 

（学校給食費の額） 
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第７条 学校給食費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。ただし、７月分及び８月分は１月分として扱うもの

とする。 

（１）守谷市立小学校の児童 月額４，２００円 

（２）守谷市立中学校の生徒 月額４，５００円 

（３）教職員等 月額５，３００円 

（４）その他喫食者 １食あたり３００円 

２ 市長は、次のいずれかに該当する場合は、前項に規定する学校給食費の額

に代えて、各号に定める方法で計算するものとする。この場合において、学

校給食費１食当たりの単価は、前項に定める月額に１１を乗じ、当該年度の

提供日数で除して得た額（１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てた額。）とする。 

（１）児童又は生徒及び教職員等が転入転出その他の理由により月の中途か

ら給食の提供を受けた又は受けなかった場合 学校給食費１食当たりの単

価に、喫食した日数を乗じて得た額。ただし、前項に定める月額を超える

場合は、前項の額を適用するものとする。 

（２）児童又は生徒及び教職員等が月の中途で給食の提供を受けることを停

止した日数が月のうち引き続き５日以上あった場合 学校給食費１食当た

りの単価に、喫食した日数を乗じて得た額。ただし、前項に定める月額を

超える場合は、前項の額を適用するものとする。 

（３）児童又は生徒が体質改善等を理由として、変更等届により継続して牛

乳の飲用を止め、月を通じて牛乳を飲用しなかった場合 当該年度の牛乳

の契約単価に当該年度の提供日数を乗じて得た額を１１で除した額を前項

に定める月額から差し引いた額（１０円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てた額。）。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が認める場合には、別に定める方法で計算
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する。 

４ 変更等届の提出があり、適当と認めるときは、その旨を守谷市学校給食提

供変更による給食費の決定通知書（様式第８号）により保護者に通知するも

のとする。 

（学校給食費の納付方法） 

第８条 児童又は生徒の学校給食費は、口座振替の方法により納付するものと

する。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、納付書その他の市長

が認める方法により納付することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、保護者が学校教育法第１９条の規定による援助

又は生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条の規定による教育扶

助を受けている場合における学校給食費の納付方法については、市長が別に

定める。 

３ 教職員等及びその他喫食者の学校給食費は、市長が定める方法により納付

するものとする。 

（学校給食費の納入期限） 

第９条 学校給食費の納入期限（以下「納入期限」という。）は、次の表に掲

げる給食提供月の区分に応じ、同表に掲げる納入期限とする。 

給食提供月 納入期限 給食提供月 納入期限 

４月 ６月末日 １１月 １２月２５日 

５月 ７月末日 １２月 １月末日 

６月 ８月末日 １月 ２月末日 

７月及び８月 ９月末日 ２月 ３月２９日 

９月 １０月末日 ３月 

１０月 １１月末日  

２ 前項に掲げる納入期限が守谷市の休日を定める条例（平成元年守谷町条例

第３５号）第１条第１項に規定する市の休日に当たるときは、その日以後最
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初の平日を納入期限とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、納入期限までに納入することが困難

であると認めるときは、別に納入期限を定めることができる。 

（督促） 

第１０条 市長は、納入義務者が納入期限までに学校給食費を納入しないとき

は、期限を指定してこれを督促しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による督促によっても、相当の期間、当該学校給食費

が納付されないときは、学校給食の適正な運営を確保するため、児童手当法

（昭和４６年法律第７３号）第２１条の規定による児童手当から保護者の申

出により徴収することができる。 

（還付及び充当） 

第１１条 市長は、学校給食費につき過誤納金がある場合において、当該納入

義務者に、未納の学校給食費があるときは当該過誤納金を当該未納の学校給

食費に充当し、未納の学校給食費がないときは当該過誤納金を当該納入義務

者に還付する。 

（補則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則の施行日前においても、施行の日以後における給食費の徴収に関

して、給食の申込及び口座振替等の必要な準備行為を行うことができる。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第６条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

 


